
庁      議  

              日時： ６月 １日（月）ＡＭ９：００ ＜庁議室＞ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【市長挨拶】 

 

 

 

 

 

【協議事項】 

１ 太田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について        企画部長 

 

 

２ 太田市立太田高等学校 武道館建設建築工事の請負契約締結について    教育部長 

 

 

 

【連絡事項】 

１ 太田市ひとり親家庭大学生等支援金について               教育部長 

 

 

 

 

 

【その他】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

◆ 次回庁議予定 ◆ ６月１１日（木）ＰＭ１：３０～＜庁議室＞ 案件名報告： ６月 １日 (月)PM5:00 
                                    資 料 提 出：  ６月 ４日 (木)PM5:00 



 ６月 １日 庁議提出案件            資料No.１  

●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 企画部長 氏名 栗原 直樹 内線 ２２００  
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

太田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

 

【 目 的 】 

 新型コロナウイルス感染症が急速に拡大し、病院や宿泊施設等での患者収容の増加が見ら

れることに鑑み、当該感染症により生じた事態に対処するための防疫作業手当の特例（人事

院規則９－１２９）の一部が改正され、地方公共団体においても特例において支給対象とな

る作業場所の要件について、国民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係

る作業に従事したときは、防疫作業手当の支給対象とすることとされたことから、当該改正

内容に準じて関係条例を改正するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 防疫作業手当について 

支給対象及び支給額 

支給対象 支給額 

新型コロナウイルス感染症から市民の生命及び健康を保護する

ために緊急に行われた措置に係る作業に従事したとき 
日額３，０００円 

上記作業において、患者又はその疑いのある者の身体に接触する

作業、これらの者に長時間にわたり接して行う作業、その他市長

がこれに準ずると認める作業に従事したとき 

日額４，０００円 

   

２ 救命バイク搭乗員業務手当について 

業務の運用が廃止されたことにより規定の整理を行う。 

 

３ 施行日 

公布の日から施行し、防疫作業手当については令和２年１月２７日から適用。 

 

４ その他 

令和２年６月定例会に議案提出予定です。 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 企画部 人事課 給与厚生係 内線 ２２３３ ４７－１９６１ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



  ６月 １日 庁議提出案件           資料No. ２  

●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               教育部長 氏名 春山 裕  （TEL）31-3321  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

   太田市立太田高等学校 武道館建設建築工事の請負契約締結について 

 

【 目 的 】 

   太田市立太田高等学校 武道館建設建築工事にあたり、請負者を選定し契約を 

締結するため、議会に上程するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 履行名称  太田市立太田高等学校 武道館建設建築工事 

  ２ 履行場所  太田市細谷町１５１０番地ほか地内 

  ３ 契約締結日  議会議決の日 

  ４ 履行期間  議会議決の日の翌日から 令和３年 ３月１６日まで 

  ５ 契約方法  条件付一般競争入札 

  ６ 予定価格  ２５６，５００，０００円（消費税を含まない） 

  ７ 落札金額  ２５０，０００，０００円（消費税を含まない） 

  ８ 落 札 率  ９７.４７％ 

  ９ 契約金額  ２７５，０００，０００円（内消費税額 ２５，０００，０００円） 

  10 補 助 金  無・有（国 １／３） 

11 請 負 者  群馬県太田市宝町２９ 

           横山建設株式会社 代表取締役 横山 信夫 

  12 工事内容  建築工事 一式 

構造/規模：鉄骨造2階建 

延床面積：1162.49㎡ 

建築面積： 604.95㎡ 

第2屋内運動場部分改修工事 一式 

渡り廊下新設工事 一式  外構工事 一式 

  13 入札参加者   石橋建設工業㈱（辞退）  石川建設㈱（辞退）  ㈱大雄建設 

    （９者）    協和建設㈱（辞退）  守屋建設㈱  ㈱石宝（辞退） 

           加藤建設興業㈱（辞退）  大沢建設㈱（辞退）  横山建設㈱ 

  14 そ の 他  ６月定例会に議案提出予定です。 

【 備 考 】 

＊ 落札率については、落札金額÷予定価格×１００（小数点第３位四捨五入） 

＊ 問い合わせ先  教育部  市立太田高校  管理係  外線３１－３３２１ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



   ６月 １日 庁議提出案件           資料No.１  
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

             教育部長 氏名 春山 裕 （TEL）20-7080  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  太田市ひとり親家庭大学生等支援金について 

 

 

【 目 的 】 

  新型コロナウィルスの影響により生活が困難となっている親元を離れ生活しているひと

り親家庭の学生を支援するため、学生１人につき１０万円を給付するものです。 

 

 

【 概 要 】 

 １．対象者 

  以下に掲げるいずれの要件も満たす者とする。 

（１）学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する大学（短期大学を含む。）、大学院、

高等専門学校（第四学年、第五学年及び専攻科に限る。）並びに専修学校（専門課程

に限る。）に在学していること。 

（２）市内に住所を有する者の子その他これに準ずる者であること。 

（３）母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）第６条第１項の配偶者のな

い女子の子又は同条第２項の配偶者のない男子の子であること。ただし、太田市教育

委員会が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。 

（４）自宅外通学をしていること。 

 

 ２．募集人数 

  ２００名程度 

 

 ３．給付金額 

  １０万円 

 

 ４．施行期日 

  公布の日から 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先 教育部 教育総務課 総務係  外線 ２０－７０８０ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 


